
�

　

（　

台
分
）
を
平
成　

年
度
か
ら
有
料

18

17

　

化
す
る
と
と
も
に
、
平
成　

年
度
に
は

18

　

鷲
別
保
育
所
職
員
駐
車
場
（　

台
）
を

17

　

有
料
化
し
ま
し
た
。

③
広
報
紙
広
告
掲
載
収
入

 

（
目
標
年
度　

平
成　

年
度
）

１８

　
　

広
報
の
ぼ
り
べ
つ
に
２
０
０
６
年
９

　

月
号
か
ら
有
料
広
告
を
掲
載
し
、
市
の

　

歳
入
の
増
収
を
図
り
ま
し
た
。

④
公
共
施
設
使
用
料
金
の
見
直
し 

 

（
目
標
年
度　

平
成　

年
度
）

１８

　
　

公
共
施
設
の
利
用
者
負
担
の
考
え
方

　

を
取
り
入
れ
、
使
用
料
の
公
平
化
を
図

　

る
た
め
、
使
用
料
の
見
直
し
を
行
い
ま

　

し
た
。

　
　

使
用
料
の
算
出
方
法
は
、
光
熱
水
費

　

や
修
繕
費
な
ど
の
維
持
管
理
経
費
と
管

　

理
に
係
る
人
件
費
を
基
礎
と
す
る
こ
と

　

で
統
一
し
、　

施
設
の
使
用
料
を
平
成

19

　
　

年
度
か
ら
改
正
し
ま
し
た
。

18
⑤
公
共
施
設
使
用
料
の
減
額
・
免
除
制
度

　

の
見
直
し
（
目
標
年
度　

平
成　

年
度

１８

　
 

公
共
施
設
使
用
料
の
減
額
や
免
除
は
、

　

受
益
者
負
担
の
適
正
化
の
観
点
か
ら
見

　

直
し
を
行
い
、
減
額
に
つ
い
て
は
従
来

　

か
ら
の
文
化
協
会
や
体
育
協
会
の
加
盟

　

団
体
な
ど
に
加
え
て
、
文
化
や
子
育
て

　

な
ど
の
振
興
・
向
上
に
寄
与
す
る
団
体

　

を
追
加
、
免
除
に
つ
い
て
は
市
の
主
催

　

事
業
や
教
育
を
目
的
と
し
て
使
用
す
る

　

場
合
な
ど
利
用
目
的
に
応
じ
て
適
用
す

　

る
こ
と
と
し
、
利
用
者
の
負
担
の
公
平

　

性
を
図
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
　

ま
た
、
減
額
・
免
除
を
適
用
す
る
施

　

設
は　

施
設
で
す
。

18

⑥
未
利
用
財
産
（
土
地
）
の
売
り
払
い

 

（
目
標
年
度　

平
成　

年
度
）

１７

　
　

市
が
所
有
し
て
い
る
利
用
し
て
い
な

　

い
土
地
の
売
り
払
い
に
よ
り
、
平
成　
17

　

年
度
は　

件
で
約
１
億
６
千　

万
円
、

11

681

　

平
成　

年
度
は　

件
で
約
１
億
３
千　

18

12

156

　

万
円
の
収
入
が
あ
り
ま
し
た
。

①
勤
務
評
価
制
度
の
推
進
・
充
実
、
人
事

　

給
与
制
度
の
見
直
し

　

（
目
標
年
度　

平
成　

年
度
）

１８

　
　

平
成　

年
人
事
院
勧
告
に
お
い
て
、

17

　

勤
務
成
績
に
基
づ
く
新
昇
給
制
度
の
導

　

入
や
勤
勉
手
当
へ
の
勤
務
実
績
の
反
映

　

拡
大
、
昇
格
基
準
の
見
直
し
が
示
さ
れ

　

ま
し
た
。

　
　

市
は
こ
れ
ま
で
管
理
職
の
職
員
を
対

　

象
に
勤
務
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を

　

勤
勉
手
当
に
反
映
し
て
い
ま
す
。

　
　

ま
た
、
今
後
も
勤
務
評
価
を
基
本
と

　

し
た
新
昇
給
制
度
の
導
入
に
取
り
組
ん

　

で
い
き
ま
す
。

②
嘱
託
員
の
削
減

　
　

民
間
へ
の
業
務
委
託
な
ど
に
よ
り
、

　

嘱
託
員
の
削
減
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
　

平
成　

年
度
に　

人
い
た
嘱
託
員
が

16

160

　

平
成　

年
度
で
は　

人
と
な
っ
て
い
ま

19

１３７

　

す
。

③
職
員
給
料
の
削
減

　
　

平
成　

年　

月
か
ら
職
員
の
給
料
は
、

16

10

　

一
般
職
３
・
５
％
、
管
理
職
４
・
５
％

　

の
市
独
自
の
削
減
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
削
減
率
は
、
人
事
院
勧
告
に
基
づ

　

く
給
与
改
定
に
よ
り
、
平
成　

年　

月

17

12

　

か
ら
一
般
職
３
・
２
％
、
管
理
職
４
・

　

２
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

④
職
員
期
末
勤
勉
手
当
の
削
減

　
　

平
成　

年
度
か
ら
職
員
の
期
末
・
勤

16

　

勉
手
当
は
、
一
律
５
％
の
市
独
自
の
削

　

減
を
行
っ
て
い
ま
す
（
平
成　

年　

月

17

12

　

か
ら
４
・
７
％
）
。

⑤
職
員
退
職
手
当
の
削
減

　
　

平
成　

年
度
か
ら
職
員
の
退
職
手
当

16

　

は
、
一
律
５
％
の
市
独
自
の
削
減
を
行

　

っ
て
い
ま
す
（
平
成　

年　

月
か
ら
４

17

12

　

７
％
）
。

⑥
管
理
職
手
当
の
削
減

　
　

平
成　

年
度
か
ら
管
理
職
手
当
は
、

15

　

部
長
職　

％
、
次
長
職　

％
、
課
長
職

15

12

　
　

％
の
市
独
自
の
削
減
を
行
っ
て
い
ま

10

　

す
。

⑦
嘱
託
員
基
本
手
当
・
勤
勉
手
当
の
見
直

　

し

　
　

平
成　

年
度
か
ら
嘱
託
員
の
基
本
手

17

　

当
と
勤
勉
手
当
は
、
２
％
の
市
独
自
の

　

削
減
を
行
っ
て
い
ま
す
（
平
成　

年
４

18

　

月
か
ら
１
・
７
％
）
。

⑧
特
別
職
の
給
料
の
削
減

　
　

平
成　

年
度
か
ら
特
別
職
の
給
料
は
、

16

　

市
長　

％
、
副
市
長
・
教
育
長
７
％
の

10

　

削
減
を
行
っ
て
い
ま
す
。

⑨
特
別
職
の
期
末
手
当
の
削
減

　
　

平
成　

年
度
か
ら
特
別
職
の
期
末
手

15

　

当
を
０
・
２
月
分
引
き
下
げ
る
と
と
も

　

に
、
平
成　

年
度
か
ら
は
削
減
後
の
給

16

　

料
額
を
基
礎
に
算
出
し
て
い
ま
す
。

⑩
特
別
職
の
退
職
手
当
の
削
減

　
　

平
成　

年　

月
か
ら
特
別
職
の
退
職

15

12

　

手
当
を
約
５
・
５
％
削
減
す
る
と
と
も

　

に
、
平
成　

年　

月
か
ら
は
削
減
後
の

16

12

　

給
料
額
を
基
礎
に
算
出
し
て
い
ま
す
。

⑪
収
入
役
の
廃
止

　
　

平
成　

年
４
月
２
日
か
ら
収
入
役
を

17

　

廃
止
し
ま
し
た
。

　
　

な
お
、
平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
は

19

　

地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
、
収
入
役

　

制
度
そ
の
も
の
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

　

集
中
改
革
プ
ラ
ン
の
全
項
目
は
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
と
本
庁
舎
総
合
案
内
、
各
支

所
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

）
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問い合わせ

人事・行政管理グループ
�○８５ １１３２、ホームページ
http://www.city.noboribetsu.

hokkaido.jp/index.html　　　 


